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令和５年度 東京都一般任期付職員 

採 用 選 考 案 内 
令和５年１２月２５日 

東 京 都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 選考概要 

区分 一般任期付職員 

職種・職級 事務職・主任級 募集人数 計９名程度 

募集区分 

東京都福祉局 ※部署の詳細・業務内容は次頁以降参照 

① 指導監査部指導第一課・指導第二課 

② 生活福祉部保護課 

③ 子供・子育て支援部（児童手当） 

④ 子供・子育て支援部（母子医療助成） 

⑤ 高齢者施策推進部在宅支援課 

⑥ 障害者施策推進部精神保健医療課 

採用予定日 令和６年４月１日 

任期の終期 

令和８年３月３１日 

◎ 期間を定めた任用であり、令和８年４月１日以降の任用を保障するものではありません。なお、最長で

令和１０年３月３１日まで任期を更新できる場合があります。 

勤務場所 東京都第一本庁舎（東京都新宿区西新宿２－８－１） 

東京都福祉局は、すべての都民が地域の中で安心して暮らせるよう、出産・子育てから高齢期まで、ラ

イフステージ全般にわたる様々なニーズに対応し、誰一人取り残さない社会の実現を目指しています。子

供と子育て家庭への支援、障害者や高齢者への支援、生活保護やホームレス対策、福祉のまちづくりの推

進などの施策を実施しているほか、社会福祉施設等に対する指導検査に取り組んでいます。 

これらの取組を着実に推進するため、民間企業や自治体などにおける実務経験や専門性を活かし、本選

考において、主任級職員として即戦力で活躍していただける方を求めています。 

これは、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）の特例法である「地方公共団体の一般職の任期付職

員の採用に関する法律」（平成 14 年法律第 48 号）等に基づき制定された「東京都の一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関する条例」（平成 14 年東京都条例第 161号）に基づき、任期を定めて採用され

るものです。 

任期を定めて採用された職員も、常勤の一般職の地方公務員であり、任期の定めのない職員同様、守秘

義務、営利企業等従事制限等の地方公務員法の服務規定の適用を受けます。 

以下「募集区分」に記載の①～⑥はそれぞれ別の採用選考となりますが、併願して受験することも可能

です。併願する場合は、それぞれの選考に対して申し込み、個別面接を受験する必要があります。 
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２ 日程 

申込締切 令和６年１月 22日（月）午後５時まで 

第１次選考 

結果通知 

令和６年１月 29日（月）まで 

※第２次選考の３日前までに、受験者全員に対し、申込みの際に登録されたメールアドレス宛てに電子メー

ルで通知します。 

第２次選考 

実施日 

令和６年２月１日（木）～２月９日（金）のうち指定された一日 

※会場：東京都庁第一本庁舎（東京都新宿区西新宿２－８－１）予定 

最終結果通知 
令和６年２月中旬 

※第２次選考受験者に対し、申込みの際に登録されたメールアドレス宛てに電子メールで通知します。 

 

３ 配属部署・受験資格等 

【区分①・指導監査部指導第一課・指導第二課】 

採用予定人数 ４名 

配属予定先 

（１）指導監査部指導第一課（施設サービス検査担当） 

（２）指導監査部指導第一課（在宅サービス検査担当） 

（３）指導監査部指導第一課（障害福祉サービス検査担当） 

（４）指導監査部指導第二課（施設検査担当） 

（５）指導監査部指導第二課（保育施設検査担当） 

業務内容 

（１）特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の指導検査に関する以下の業務 

（２）指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者等の指導検査に関する以

下の業務 

（３）指定障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業者等の指導検査に関する以下の

業務 

・実地指導及び監査に係る調整 

・検査基準・施設調査書・施設台帳等の作成 

・実地指導及び監査の実施、改善指導 

（４）児童福祉施設（保育所及び障害児施設を除く）の指導検査に関する以下の業務 

（５）保育所、認可外保育施設等の指導検査に関する以下の業務 

・実地指導等に係る調整 

・検査基準・施設調査書・施設名簿等の作成 

・指導（実地)、改善指導（改善報告の書面審査、指導等） 

受験資格 

（１）（２）自治体等における福祉行政の業務経験、高齢者福祉施設・関連サービス事業

の管理運営に関する実務経験が別表に記載の年数以上あること。 

（３）自治体等における福祉行政の業務経験、障害者福祉施設・関連サービス事業の管

理運営に関する実務経験が別表に記載の年数以上あること。 

（４）（５）自治体等における福祉行政の業務経験、保育施設・児童福祉施設・関連サー

ビス事業の管理運営に関する経験が別表に記載の年数以上あること。 
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望ましい要件 

・求められる

知識等 

（１）（２） 

・社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律など

関係法令に関する知識を有すること 

・法人・施設の財務諸表等を読み問題点を発見、指導するための財務会計に関する知

識を有すること 

（３） 

・社会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法、身体障害者福祉法、障害者虐待防止

法など関係法令に関する知識を有すること 

・法人・施設の財務諸表等を読み問題点を発見、指導するための財務会計に関する知

識を有すること 

・日商簿記検定、社会福祉士資格 

（４）（５） 

・社会福祉法、児童福祉法、子ども・子育て支援法、認定こども園法、労働・安全衛

生・消防・虐待防止法等関係法令など関係法令に関する知識を有すること 

・法人・施設の財務諸表等を読み問題点を発見、指導するための財務会計に関する知

識を有すること 

 

※以下については必須の資格要件ではないが、有しているとなお望ましい。 

（１）（２） 

日商簿記検定、介護支援専門員、社会福祉士 

（３）（４）（５） 

日商簿記検定、社会福祉士 

 

【区分②・生活福祉部保護課】 

採用予定人数 １名 

配属予定先 生活福祉部保護課（指導担当） 

業務内容 

生活保護法に基づく保護の実施機関（区市等の福祉事務所）の指導検査に関する以下の

業務 

・指導検査の実施、調整、実施計画・実施要綱等の作成 

・指導検査に係る厚生労働省及び各実施機関等との調整 

・福祉事務所職員研修の企画・実施 

・その他区市福祉事務所等との調整 

受験資格 
生活保護や生活困窮者支援等の生活福祉に関する業務経験が別表に記載の年数以上ある

こと。 

望ましい要件 

・求められる

知識等 

生活保護制度に関する知識や、生活保護法、社会福祉法、地方自治法など関係法令に関

する知識を有し、生活保護法に基づく実施機関の指導検査を適切に行うことができるこ

と 

 

※以下については必須の資格要件ではないが、有しているとなお望ましい。 

社会福祉主事任用資格、社会福祉士資格 
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【区分③・子供・子育て支援部（児童手当）】 

採用予定人数 １名 

配属予定先 子供・子育て支援部育成支援課（児童手当担当） 

業務内容 

児童扶養手当・児童手当・児童育成手当・018 サポート事業に関する以下の業務 

・事業実施・制度改正に係る企画・調整 

・制度の普及啓発 

・国・区市町村関係機関との連絡調整 

・監査事務指導 

・手当の認定・支給、負担金等交付事務 

受験資格 
福祉に関する企画・計画、社会保障・福祉財政等の福祉行政分野の経験が別表に記載の

年数以上あること 

望ましい要件 

・求められる

知識等 

各手当・給付事業の実施・制度改正に係る企画調整、制度についての普及啓発、審査・

交付に係る業務を適切に行うことができること 

 

 

【区分④・子供・子育て支援部（母子医療助成）】 

採用予定人数 １名 

配属予定先 子供・子育て支援部家庭支援課（母子医療助成担当） 

業務内容 

母子医療助成に関する以下の業務 

・事業実施に係る企画・調整 

・不妊・不育・卵子凍結に関する普及啓発 

・助成・給付申請書受理、審査、認定、債権管理等 

受験資格 
保健・医療分野に関する業務経験や、医療機関等における勤務経験が別表に記載の年数

以上あること 

望ましい要件 

・求められる

知識等 

母子保健・医療に関する知識を有すること。 

医療助成に関する業務や不妊・不育・卵子凍結に関する普及啓発等の業務を適切に行う

ことができること。 

 

【区分⑤・高齢者施策推進部在宅支援課】 

採用予定人数 １名 

配属予定先 高齢者施策推進部在宅支援課（在宅支援担当） 

業務内容 

高齢者の在宅福祉サービスに関する以下の業務 

・在宅高齢者に関する区市町村支援 

・地域包括支援センターに関する区市町村支援 

・介護予防に関する区市町村支援 

・高齢者等の見守りに関する連絡会開催、区市町村支援 
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・サービス付き高齢者向け住宅に関するガイドライン等の作成、現地確認、運営指導 

・シルバーピア（高齢者集合住宅）事業に関する補助金関連業務 

・住宅改善事業（バリアフリー化）に関する補助金関連業務 

・各種調査回答業務等 

受験資格 
高齢者福祉に関する業務経験、高齢者福祉施設・関連サービス事業の管理運営に関する

経験が別表に記載の年数以上あること 

望ましい要件 

・求められる

知識等 

高齢者福祉の諸制度に関する知識や介護保険法、老人福祉法等など関係法令に関する知

識を有し、介護予防の推進・高齢者見守り施策の推進等に向けた事業の企画、区市町村

への支援・調整を適切に行うことができること 

 

※以下については、必須の受験資格ではないが、有しているとなお望ましい。 

社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員 

 

【区分⑥・障害者施策推進部精神保健医療課】 

採用予定人数 １名 

配属予定先 
（１） 障害者施策推進部精神保健医療課（精神保健担当） 

（２） 障害者施策推進部精神保健医療課（医療担当） 

業務内容 

（１） 

・総合精神保健福祉センター・精神保健福祉センターとの事業計画・進行管理等に係る

調整 

・難治性精神疾患及び依存症等多様な精神疾患に係る医療体制確保 

・精神保健福祉法の施行に係る患者相談・指導 

（２） 

精神保健福祉法に基づく以下の業務 

・精神保健指定医の診察、措置入院、医療保護入院等の移送 

・仮退院の許可、入退院の届出及び定期病状報告 

・措置入院患者の負担金 

・報告徴収及び改善命令 

ほか、精神科救急医療体制及び精神科身体合併症医療体制の整備、指定病院及び応急入

院指定病院、精神保健指定医、民間精神科病院等に対する助成、精神科病院の指導 

受験資格 
自治体等における精神障害者福祉、精神障害者の保健医療等に関する経験が別表に記載

の年数以上あること 

望ましい要件 

・求められる

知識等 

精神保健福祉、精神科医療、精神障害者の支援等についての知見があり、精神保健福祉

施策に関する企画調整や、精神保健福祉センター・保健所・医療機関等との連絡調整等

を適切に行うことができること。 

 

※以下については、必須の受験資格ではないが、有しているとなお望ましい。 

精神保健福祉士 

 

◎ 上記各区分の受験資格を満たすこと。 

◎ 地方公務員法第 16条の欠格条項に該当する人は受験できません。 

◎ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により従前の例によ
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ることとされる準禁治産者は受験できません。 

◎ 日本国籍を有しない方は受験できません。 

◎ 申込日現在、東京都職員である人は受験できません。 

    なお、以下の方は除きます。 

      ・令和６年３月 31 日時点の満年齢が 65歳の再任用職員 

・教育公務員※１ 

・東京都職員（任期付職員※２、会計年度任用職員、臨時的任用職員）のうち、令和６年３月 31日

までに任期が満了する者 

     ※１ 教育公務員特例法施行令第９条第２項に定める教育公務員に準ずる者を含む。 

※２ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14年法律第 48 号）に規定す

る任期付職員及び地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律（平成 12 年法

律第 51号）に規定する任期付研究員をいう。 

 

【別表】 

 

 

注１ 実務経験年数は、民間企業等の正社員、自治体等の常勤職員として従事した経験年数に限ります。

契約社員や派遣社員、非常勤職員、嘱託職員、アルバイトとして勤務していた期間は含めません。 

 

注２ 実務経験年数は、採用予定月の前月末日現在で計算します。職務経験が複数の場合には、通算す

ることができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴

に限ります。 

 

注３ 合格通知後５営業日以内に、最終学歴や実務経験年数等を確認するための要件に該当することを

確認するための証明書類を提出していただきます（６「卒業（修了）・在職証明書の提出について」

参照）。事実が確認できない場合は採用されませんので御注意ください。 

 

  

学歴区分 
必要な実務経験年数 

（主任） 

・大学院博士課程又は修士課程の修了 

・大学（４年制の大学）の卒業  
５年以上 

・短期大学（２年制以上の短期大学）の卒業 

・高等専門学校の卒業 

・専修学校（修業年限２年以上の専門課程で年間授業数 

680時間以上のものに限る。）の卒業 

・各種学校（「高等学校３年制卒業」を入学資格とする 

修業年限２年以上の課程のものに限る。）の卒業 

７年以上 

・高等学校の卒業  ９年以上 
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４ 選考方法 
(1) 第１次選考 

書類選考 申込書による審査 

◎ 申込書類により選考を行い、第１次選考合格者には第１次選考合格通知兼第２次選考受験票を電子 

メールで送付します。 

 

 (2) 第２次選考 

口述考査 人物及び職務に関連する経験についての個別面接 

◎ 口述考査は第１次選考合格者に対してのみ行います。 

 

５ 申込手続 

下記ＵＲＬから「申込書」の様式をダウンロードして申込書を作成（顔写真添付が必要）し、申込フォームから

送信してください。郵送及び窓口での申込みは受け付けません。 

＜ＵＲＬ＞ 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin

/bosyu_ichiran/ichinin_jimu.html 

＜注意事項＞ 

・期間中に正常に到達したものを有効とします。 

・システムの保守整備のため、受付期間中にシステムを停止する場合や、予期せぬ機器停止、通信障

害などが起きた場合のトラブルについては、責任を負いません。 

・インターネットによる申込みに関するパソコン等操作上のお問い合わせにはお答えできません。 

◎ 第２次選考実施日の３日前までに、第１次選考の結果が届かない場合は、福祉局総務部職員課人事担当

までお問い合わせください。 

◎ 申込書に記入していただいた個人情報は、採用選考及び採用事務の目的以外に使用することはあり

ません。 

 

６ 卒業（修了）・在職証明書の提出について 

 受験資格の確認及び給与算定の資料とするため、最終学歴に関する卒業（修了）証明書（ただし、院卒

は大学の卒業証明書も必要。また、最終学歴以前に職歴がある場合は、高等学校以降の全ての学歴に関す

る卒業（修了）証明書が必要。）及び全ての職歴に関する在職証明書を提出していただきます（原則とし

て合格通知後５営業日以内に、メールへのデータ添付により提出）。 

提出の仕方についてはホームページ掲載の「卒業（修了）・在職証明書の提出について」をご覧くださ

い。 

 

  

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/bosyu_ichiran/ichinin_jimu.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/bosyu_ichiran/ichinin_jimu.html
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７ 給与等について 

   ≪初任給≫ 

初任給は、職務経験等に応じて決定されます。 

職務経験が一定以上ある人は、所定の基準により加算される場合があります。（非常勤職員、アルバ

イト等の勤務経歴や東京都の事務職と異なる職務内容に従事していた期間は、加算割合を減じるなどの

調整を行います。） 

以下は、４年制大学を卒業し、卒業後の期間を正社員・常勤職員として、東京都の事務職と同様の職

務内容に従事した場合に想定される初任給の参考例です。 

 

【参考例】 

職級 職務経験 初任給 

主任 ５年 約２７７，０００円 

◎ この初任給は、令和５年４月１日時点の給料月額に地域手当（20％）を加えたものです。 

なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めによります。 

◎ 上記のほか、扶養手当、通勤手当、期末･勤勉手当等の手当制度があります。 

 

≪その他≫ 

  ◎ 特に高度な知識又は経験を必要する係員の職である主任級職として採用されます。 

◎ 東京都職員共済組合へ加入し、健康保険や厚生年金保険等が適用されます。 

◎ 年次有給休暇（１年間に 20 日、４月採用の場合は 15 日付与）の外、慶弔休暇、介護休暇、育児休業

などの休暇制度があります。 

 

■ お問い合わせ先 

東京都福祉局総務部職員課人事担当 
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 都庁第一本庁舎 ２７階北側 

 【電話】 ０３（５３８８）３９４６（ダイヤルイン） 

 【福祉局ホームページ】https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/index.html 

 【交通案内】 新宿駅（西口）から徒歩約 15分 

        都庁前駅（都営大江戸線）から徒歩１分 

 


